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伊佐市農業委員会 2 回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 31 年 4 月 26 日（金）午前 9 時 03 分から 11 時 20 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （24 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 10 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 13 番推進委員

4 番委員 12 番委員 3 番推進委員 14 番推進委員

5 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

6 番委員 5 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員

     

４．欠席委員  （4 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  4 番委員    5 番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第 2-1 号「農地転用事業計画変更」に係る決定について 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第４号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   

 

 

 

 



 2 

【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

おはようございます。只今より、平成３１年度 第２回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

本日は、農業委員、推進委員の改選から始めての審議になりますが、非

常に多い議案が今回出ております。 

農地法の３条で２９件、５条が１６件、非農地証明願が５件という協議

であります。この件数につきましては近年で最も多い協議となります。 

過去３年間こんなに多い案数を協議したことがありませんので、本日は少

し時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

本日は３番農業委員が欠席で、出席人数は１２名で、規定に達しており

ますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

４番農業委員と５番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご報告

いたします。 

資料の１ページから１０ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が３２件、登記地

目、田６２筆、畑１０筆です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定について議題といたします。 

この議案につきましては、２番農業委員と１０番農業委員が譲受人とな

っていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議

事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（２番農業委員と１０番農業委員退席） 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定のうち、所有権移転につきましてご説明申し上げます。 

１１ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、大阪府岸和田市池尻町に居住されている ＮＴさ

ん７１歳です。 

譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている認定農業者 ＴＨさん５５

歳で、経営面積は田１６５，８０２㎡、畑１，７３９㎡の合計１６７，５

４１㎡であります。  

土地の所在地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１２４１番１外２筆で、地

目は田、地積は合計２，９５０㎡で、ナフコ大口店から東へ約５００ｍに

位置し、良く管理された田です。 

番号２番の譲渡人は、日置市吹上町中原に居住されている ＹＹさんで

す。 

譲受人は、伊佐市菱刈南浦に事務所を置く、農地所有適格法人である 

株式会社Ｆ代表取締役 ＫＫさんで、認定農業者です。経営面積は田２１

５，３２６㎡、畑１０，０３８㎡の合計２２５，３６４㎡であります。  

土地の所在地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２４７３番外３筆で、地目は田、

地積は合計７，９３４㎡で、本城小学校から南西へ約１．５ｋｍの圃場整

備地区内に位置し、良く管理された田です。 

番号３番の譲渡人は、鹿児島市城山町に居住されている ＧＳさん６２

歳です。 

譲受人は、伊佐市大口目丸に居住されている認定農業者 ＮＨさん７５

歳で、経営面積は田４６，８６４㎡、畑５，１０９㎡の合計５１，９７３

㎡であります。  

土地の所在地は、伊佐市大口目丸字大牟田１０８０番４で、地目は田、

地積は３，４１７㎡で、大口東小学校から南西へ約２００ｍの圃場整備地

区内に位置し、良く管理された田です。 

番号４番の譲渡人は、鹿児島市城山町に居住されている ＧＳさん６２

歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

譲受人は、伊佐市大口青木に居住されている認定農業者 ＤＨさん５５

歳で、経営面積は田１０３，７３４㎡、畑３，９５９㎡の合計１０７，６

９３㎡であります。  

土地の所在地は、伊佐市大口青木字春ノ上３０４番で、地目は田、地積

は２，８８９㎡で、大口東小学校から南東へ約１ｋｍの圃場整備地区内に

位置し、良く管理された田です。 

続きまして、農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決

定のうち、賃借につきましてご説明申し上げます。 

２０ページをご覧ください。 

期間は１年から３０年で、面積は田９１,７９２㎡、畑１７，６１６㎡

の計１０９,４０８㎡です。利用権を設定する者の数４０名、利用権の設

定を受ける者の数３２名です。 

土地の詳細につきましては、１２ページ番号１から１９ページ番号４０

のとおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

ここで、２番農業委員と１０番農業委員の入席をお願いします。 

 

（２番農業委員と１０番農業委員入席） 

 

２番農業委員、１０番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番から２９番まで、一括で報告をお願いします。 

ご意見・ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、１０農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る４月２３日に現地調査を行いましたの

で、私１０番が報告いたします。 

 申請人 ＨＨさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＳＳさんは、佐賀県大津市和邇春日に居住され、年齢は６２歳

です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字豆漬１５４８番２で、地目は田、地積７７

１㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２２５，０８２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は５名で、通作距離は約３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る４月１７日現地調査を行いましたので、

私１１番が報告いたします。 

申請人 ＹＹさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は４７歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、宮崎市月見ヶ丘六丁目に居住され、年齢は６５歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字江川尻１１００番１外２筆で、地目は田、

地積は３筆合計３，０４２㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は４５，７２１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は約０．５～１ｋｍで、現況は良く管理された農地

であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号３番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたので、

私９番が報告をいたします。 

 申請人 ＡＤさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＫＺさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字立添２８０１番１外２筆で、地目は田、地

積は３筆合計４７１㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は７４，３９５㎡で、取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、位置図が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号４番について、５番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る４月１９日に現地調査を行いましたの

で、私５番が報告いたします。 

 申請人 ＡＮさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は５４歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、東京都世田谷区南鳥山に居住され、年齢は８６歳

です。 

申請地は、伊佐市大口大島字八反田５４番２で、地目は田、地積は３０

３㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、１０５，５０３㎡で取得可能面積です。農業従事者

は２名で、通作距離は約１００ｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号５番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る４月２２日に現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＷＴさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は５７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字皮田６２９番１で、地目は田、地積は５２

４㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２４，８０７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番について、去る４月２３日に現地調査を行いましたので、私

１０番が報告をいたします。 

申請人 ＮＴさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＺＹさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２２２３番外１筆で、地目は田、

地積は合計１，４８３㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は９，７５３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 



 8 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る４月１７日に現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告いたします。 

 申請人 ＴＺさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６７歳であり

ます。 

渡し人 ＹＴさんは、愛知県小牧市新町に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字内田４４３８番２外１筆で、地目は田、地

積は合計５,０８０㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３９，６４９㎡で取得可能面積です。農業従事者は２

名で、通作距離は約５００ｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終 

わります。 

 

整理番号８番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る４月２３日に現地調査を行いましたの 

で、私１０番が報告いたします。 

 申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は６０歳です。 

渡し人 ＨＳ外２名で、代表の ＨＳさんは、伊佐市大口大田に居住さ

れています。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ後２１０１番７で、地目は畑、地積

は２,９１２㎡で、所有権移転贈与で二人は親戚関係にあります。 

受人の経営面積は今回の贈与分と自作地合計３,１３８㎡で取得可能面

積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約４ｋｍで、現況は良く

完備された農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されておりま

す。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わります。 

 

整理番号９番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る４月２２日に現地調査を行いましたの

で、事務局が報告いたします。 

申請人 ＮＲさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は９８歳です。

二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市大口小木原字原ノ前１２７１番１外２筆が、地目は田、

地積は合計４，１７２㎡で、小木原字原ノ前１３０３番３外１筆が、地目

は畑、地積は合計８２１㎡で、５筆合計４，９９３㎡の所有権移転贈与で

す。 

受人の経営面積は８２１㎡ですが、総会資料の５ページ整理番号１５番

で、利用権設置を合意解約した４，１７２㎡を所有権移転するもので、経

営面積は合計で４，９９３㎡になり取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局の報告

を終わります。 

 

整理番号１０番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る４月１７日現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＩＨさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７９歳です。 

渡し人 ＹＩさんは、霧島市国分松木町に居住され、年齢は６９歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柳野１３８２番１外２筆で、地目は田、地

積は合計６，７４９㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１８，１７６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．５～１．５ｋｍで、現況はよく管理された

農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番につきまして、去る４月１７日現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＩＨさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７９歳です。 

渡し人 ＹＴさんは、霧島市国分松木町に居住され、年齢は９０歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柳野１３９５番１で、地目は田、地積は１,

６９９㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１８，１７６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１２番、１３番は譲受人が同一ですので一括で報告をお願いし

ます。５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１２番につきまして、去る４月１９日に１番農業委員と共に現地

調査を行いましたので、私５番が報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、出水市野田町上名に居住され、年齢は４７歳で

す。 

渡し人 ＮＳさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は７８歳です。

二人は親子になります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字観田１９４番３外３筆で、地目は田、地積

は合計３，８９４㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積はありませんが、今回の申請で下限面積クリアとなりま
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。農業従事者は２名で、通作距離は約２０ｋｍで、現況はよく管理され

た農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してありま

す。 

続きまして整理番号１３番につきまして、去る４月１９日に１番農業委

員と共に現地調査を行いましたので、私５番が報告いたします。 

申請人は１２番と同じ ＮＹさんです。 

渡し人 ＫＴさんは、伊佐市大口下宮人に居住され、年齢は６７歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口下殿字観田２１６番２で、地目は田、地積は２，

４８４㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は整理番号１２番の面積があるため取得可能面積であ

ります。農業従事者は２名で、通作距離は約２０ｋｍで、現況はよく管理

された農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１４番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１４番につきまして、去る４月１７日現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＨＹさんは、愛知県尾張旭市三郷町に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字蔵立３２６番外１筆で、地目は田、地積は

合計３，２８５㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、３８，８５８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．３～１．３ｋｍで、現況はよく管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わります。 

 

整理番号１５番については、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１５番につきまして、去る４月１９日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

申請人 ＡＭさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は６４歳です。 

渡し人 ＮＥさんは、大阪府松原市天美北に居住され、年齢は９１歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口目丸字原ノ後４３８番外 1筆、地目は畑、地積は

合計１，８９７㎡と、同目丸字出吉原２７９番１外３筆、地目は田、地積

は合計３，７９０㎡で、６筆合計５，６８７㎡の所有権移転売買でありま

す。 

受人の経営面積は４，６９３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１６番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１６番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＹＨさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＴＡさんは、鹿児島市西伊敷に居住され、年齢は４８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字堂田２４２４番１、地目は畑、地積は４５

３㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、３１，０５９㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、自宅隣で現況はよく管理された農地であります。経営意欲

はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１７番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１７番につきまして、去る４月１８日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

申請人 ＨＹさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＺＭさんは、鹿児島市城山町に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字山神田１４５番１外３筆、地目は田、地積

は合計５，６９２㎡で、所有権移転売買であります。 

受人は新規就農者で今回の取得面積５，６９２㎡で取得可能面積であり

ます。農業従事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで現況はよく管理された

農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書、字図等が添付してありま

す。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１８番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１８番につきまして、去る４月１８日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＺＭさんは、鹿児島市城山町に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字瀬吹９３９番３、地目は畑、地積は６７５

㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１，８１８㎡と議案第１号番号９番、１５番、１６

番、１７番との合計３,４３４㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１９番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１９番につきまして、去る４月１８日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

申請人 ＫＯさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＺＭさんは、鹿児島市城山町に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字西原４１７番１、地目は畑、地積は１，６

５６㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、７７,６５２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況はよく管理された農地で

あります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２０番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２０番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＨＭさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字狩迫４２０８番１外１筆で、地目は畑、地

積は合計６４２㎡で、所有権移転交換であります。 

受人の経営面積は、１２,８２０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号２１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２１番につきまして、去る４月１７日現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＮＲさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は５４歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字上之村３４４９番２で、地目は畑、地積は

７３８㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１６,３１５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況はよく管理された農地で

あります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２２番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２２番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年齢は６０歳で

す。 

渡し人 ＴＴさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は８９歳です。

二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市大口曽木字川西３４３８番で、地目は田、地積は１，

５３８㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、４,５９９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１５０ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号２３番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２３番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＮＴさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は４２歳です。 

渡し人 ＮＨさんは、福岡市早良区有田に居住され、年齢は５５歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口針持字作道５５８番３で、地目は田、地積は６９

２㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１３,７０３㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約３００ｍで、現況はよく管理された農地であ

ります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２４番、２５番、２６番は譲受人が同一ですので一括で報告を

お願いします。事務局の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２４番、２５番、２６番につきまして、去る４月２２日現地調査

を行いました。請け人が同一ですので一括して、事務局が報告いたします。 

申請人 ＴＲさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は６６歳です。 

番号２４番の渡し人 ＴＭさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は９

１歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字川面５９８番３外９筆で、地目は田、地積は

合計８，８３３㎡と、同じく字川面６００番１で、地目は畑、地積は４５

０㎡の１１筆合計９，２８３㎡であります。 

番号２５番の渡し人 ＴＳさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は８

８歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字寺師池４６６番で、地目は田、地積は３１１

㎡と、同じく字川面５９８番９で、地目は畑、地積は１４０㎡の２筆合計

４５１㎡であります。 

番号２６番の渡し人 ＴＭさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

７８歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字中水流１１７６番１外１筆で、地目は田、

地積は合計９６６㎡であります。それぞれ身内で全て所有権移転贈与にな

ります。 

受人は新規就農で今回の取得面積合計１０，７００㎡で取得可能面積で

あります。農業従事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理

された農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局の報告

を終わります。 

 

整理番号２７番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２７番につきまして、去る４月２２日現地調査を行いましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＳＹさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＭＭさんは、広島市安芸区中野に居住され、年齢は８０歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口針持字深牟田４５１２番３で、地目は畑、地積は

３９９㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、５,６５３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地でありま

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２８番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２８番につきまして、去る４月２５日現地調査を行いましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６０歳です。 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

渡し人 ＭＭさんは、広島市安芸区中野に居住され、年齢は８０歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口針持字外堀１５２６番１外３筆で、地目は畑、地

積は合計３，９３３㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１５,４４２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況はよく管理された農地で

あります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２９番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２９番につきまして、去る４月２３日現地調査を行いましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＨＥさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＳＳさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は８６歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字原田１１２９番１で、地目は田、地積は５

６０㎡で、所有権移転贈与であります。二人は親子になります。 

受人の経営面積は、７,９８０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．７ｋｍで、現況はよく管理された農地であ

ります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「はい」という声、多数あり。） 

 

整理番号２９番ですが、総会資料には現況は宅地と書いてありますが、 

良く管理された農地だったんでしょうか。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

議  長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

見た感じでは菜園で、畑でした。 

 

 

現況は農地だっんですね。 

 

はい。 

 

 

事務局。 

 

現況は宅地が一部農地にかかっている状況でした。 

概ね、耕作された農地であるということは確認しています。 

 

これについては、税務課の課税が多分宅地で課税してあるので、現況地

目が宅地になっていると思います。 

農業委員会は現況主義で行きますので、現況が農地であれば農地という

ことになります。 

外に質問はありませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号２９番について、許可することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号２９番については許可が決定いたし

ました。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２９件について、２９件の許可が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第２－１号 ―――――――― 

  

議案第２－１号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について提案

いたします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第２－１号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、事

務局よりご説明いたします。 

資料は先ほどお配りしました、ページ２６－１になります。 

整理番号１番は、申請人Ｅ株式会社は、東京に本社を置く企業でありま

す。 

平成２６年１月２４日許可時、計画では伊佐市大口田代字千代川１５２

２番３８外４筆、計５，５６４㎡を太陽光発電施設として許可をしました

が、Ｅ株式会社の予算等の関係で、規模が縮小されたため、伊佐市大口田

代字千代川１５２２番３８、４０、４１の３筆、計２，８７７㎡に太陽光

発電施設を設置しました。 

残りの田代字千代川１５２２番３９、１２９の２筆、計２，６８７㎡は

太陽光発電施設を設置できず、申請人の株式会社 Ｍが事業を引き継ぎ、

太陽光発電施設を建設予定であり、現在農地のままのため、議案第３号１

２番において転用申請を行うものであります。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番については許可が決定いたしました。 

 

議案第２－１号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、申

請件数１件について、１件は決定たしました。 

ここで、１０分程度休憩を取りたいと思います。 

 

（１０分休憩。） 
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議 長 

 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

それでは休憩前に引き続き、議案の審議に入ります。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る４月２３日、申請人 ＹＫさん

立会いのもと、４番推進委員、１０番推進委員、私１２番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈川南に居住されている ＹＫさんで、年齢は５３

歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川南に居住されている ＹＳさんで、年齢は８８

歳です。二人は親子関係にあります。 

本申請は、使用貸借権なっており、転用目的は一般住宅となっておりま

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字山下水流９８９番１、地目は畑、地積は１

０１㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、湯之尾小学校より南東へ約５００ｍに位置しており、南側は

市道、東側は畑、北側は宅地、西側は市道で周囲に与える影響はないと思

われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されており

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る４月２３日、申請人の代理人Ｍ

行政書士立会いのもと、９推進委員、１２番推進委員、私２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県上天草市大矢野町中に事務所を置く 合同会社 Ｈ代

表社員 ＳＮさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＫＭさんで、年齢は６２

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光施設となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字西川３２３２番１外１筆で、地目は田、地

積は合計１２１㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、本城小学校から西へ約１ｋｍに位置しており、東側は河川、

西側は道路を挟んで地主の自宅、南側は原野、北側は道路を挟んで宅地あ

り、周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、原野を含めた一体事業でパネル設置枚数

２４０枚、設置容量７６．８ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、被害防除計画書、被害防除に

関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る４月２３日、申請人の代理人 Ｋ

行政書士立会いのもと、３番推進委員、５番推進委員、私１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田三崎町に所在する Ｓ合同会社 職務執

行者 ＴＥさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口曽木に居住されている ＴＹさんで、年齢は７４

歳です。 

本申請は、賃借権で、転用目的は排水路ととなっております。 

申請地は、伊佐市大口曽木字中谷２８３７番３０外１筆で、地目は畑、

地積は合計６２．６２㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地でありま

す。 

所在地は、西太良コミュニティから南へ約１．５ｋｍに位置しており、

南側は畑、北側は山林、東側も山林、北側は太陽光発電施設であり、周囲

に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等、必要書類は全て添付されておりま

す。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る４月２３日、申請人の代理人 Ｍ

行政書士立会いのもと、６番推進委員、７番推進委員、事務局の３名で共

同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町に所在する Ｍ㈱ 代表取締役社長 

ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＴＭさんで、年齢は６

９歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市大口小木原字大丸３６２番４４で、地目は畑、地積は

４，１９８㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、郡山団地より西へ約６００ｍに位置しており、北側は道路、

南側は宅地、その他雑種地、西側は田、東側は平成２８年に非農地通知が

出ており、周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量１１

３．４ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、配置図、会社の定款、残高証

明書、事業計画書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については調査員・事務局の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番について、去る４月２４日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、１番農業委員、私６番農業委員の２名で共同調

査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町に所在する Ｍ㈱ 代表取締役社長 

ＮＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、出水市西出水町に居住されている ＫＡさんで、年齢は６５

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市大口田代字迫間３６１番で、地目は畑、地積は１，９

３１㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、田代線の辺母木交差点より西へ約２００ｍに位置しており、

北側は宅地、南側は畑、西側は農道を挟んで畑、東側は畑であり、周囲に

与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量１１

３．４ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、委任状等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求
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議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号６番について、去る４月２３日、申請人のＯＭのお

母さん立会いのもと、９番推進委員、１２番推進委員、私２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＯＭさんで、年齢は４６

歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＫＫさんで、年齢は５９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は駐車場及び農業用資材置場と

して利用となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字瓜ノ峰番３０９８番１で、地目は田、地積

は４０８㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は平成１０年に地主のＫさんが、農地法を知らず資材置き場とし

てかさ上げ整備してしまったと言うことで始末書が出ております。 

所在地は、本城小学校から南へ約８００ｍに位置しており、南側は道路

を挟んで山林、東側は田、北側は山林、西側は宅地であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番について、去る４月２３日、Ｓ行政書士立会い

のもと、１１番推進委員、１３番推進委員、私５番農業委員の３名で共同

調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている ＳＫさんで、年齢は３３

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＵＭさんで、年齢は７０歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は農家住宅及び農業用資材置場

として利用となっております。 

申請地は、伊佐市大口里字小水流１７６９番１で、地目は田、地積は９

２５㎡で、農地区分は第１種農地であります。 

所在地は、大口自動車学校から南へ約６００ｍに位置しており、東側は

田、西側は雑種地、南側は道路、北側は水路であり、周囲に与える影響は

ないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号８番について、去る４月２３日、代理人のＫ行政書

士立ち合いのもと、３番農業委員、８番推進委員、私１０番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＩＹさんで、年齢は３０

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口牛尾に居住されている ＭＫさんで、年齢は８６

歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で、転用目的は一般住宅及び進入路として利

用となっております。ＩさんはＭさんの孫になります。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字針牟田１０３番１２外１筆で、地目は畑、

地積は合計６４３㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、マルイ食品から南東へ約５００ｍに位置し、南、西、東側は

畑、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号９番について、去る４月２３日、代理人のＫ行政書

士立ち合いのもと、３番農業委員、８番推進委員、私１０番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＫＮさんで、年齢は６

２歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口牛尾に居住されている ＭＫさんで、年齢は８６

歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で、転用目的は資材置場として利用となって

おります。二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字針牟田１０３番６外１筆で、地目は畑、地

積は合計６９７㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、マルイ食品から南東へ約５００ｍに位置し、南側は宅地、西、

東、北側は畑であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１０番について、去る４月２３日、申請人の代理人 

株式会社ＥのＴさん立会いのもと、４番推進委員、１０番推進委員、私１

２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたしま

す。 

譲受人は、宮城県仙台市青葉区中山に居住されている ＳＭさんで、市

外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＨＨさんで、年齢は６１

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設として利用と

なっております。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字新川４０１１番２５で、地目は畑、地積は

１，６２５㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、菱刈庁舎より北東へ約４Ｋｍに位置し、南側は山林、東側も

山林、北側は市道、西側も市道であり、周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３４８枚、設置容量９５．７ｋ

ｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、資金証明書、

残高証明書、収支計画書、位置図、配置図、字図、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 



 31 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１１番について、去る４月２３日、Ｈ行政書士立会

いのもと、１３農業委員、１１番推進委員、１３番推進委員、私５番農業

委員の４名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈に居住されている ＨＳさんで、年齢は３０歳で

す。 

譲渡人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている ＮＨさんで、年齢は８３

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅として利用となって

おります。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字円通寺原２６１５番５で、地目は田、地積

は２９１㎡で、農地区分は第１種農地の集落接続施設の農地であります。 

所在地は、伊佐市文化会館から北へ約１００ｍに位置し、東側は宅地、

西側は道路、南側は道路、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

この農地は１月総会にて、３条申請され許可がおりていましたが盛土を

して造成したため、再度農地の戻し今回の５条申請となりましたので、そ

のことの始末書が添付されております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、

委任状、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については４名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１２番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１２番について、去る４月２３日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、１番農業委員、私６番農業委員の２名で共同調

査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する 株式会社でＭ 代表取締役 

ＭＴさんで、一般法人です。 

譲渡人は、東京都中央区日本橋堀留町に所在する Ｅ株式会社 代表取

締役社長 ＹＹさんで、一般法人です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設として利用と

なっております。 

申請地は、伊佐市大口田代字千代川１５２２番３９外１筆で、地目は畑、

地積は合計２，６８７㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地でありま

す。 

所在地は、馬渡田代線状にあり、東側は宅地、西側も山林、南側は山林、

北側も市道であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、先ほど議案第２－１号でありましたように、総

事業面積は５，５６４㎡となり、パネル設置枚数１，３００枚、設置容量

３５７．５ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、委任状等が添付され

ております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１３番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１３番について、去る４月２３日、申請人のＴＳさ

んの代理人 ＭＫさん立会いのもと、１番推進委員、１４番推進委員、私

９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県小郡市小郡に居住されている ＴＳさんで、年齢は４

８歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＹＳさんで、年齢は８９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設として利用と

なっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字中野１７２２番１０で、地目は畑、地積は

１，４６０㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、長年放置され、背の丈１ｍ程のカヤなどが茂った荒れ地で、

西側は国道２６８号線、南側は宅地、東側は山林、北側も空き地あり、周

囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５ｋ

ｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、住民票、事業計画書、残

高証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１４番について、去る４月２３日、申請人のＧＳさ

んの代理人 ＭＫさん立会いのもと、１番推進委員、１４番推進委員、私

９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県山鹿市鹿校通に居住されている ＧＳさんで、年齢は

４７歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＫＴさんで、年齢は６６

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設として利用と

なっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字中野１７２２番１１で、地目は畑、地積は

１，５０８㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

この申請地は先ほどの整理番号１３に隣接する農地になります。 

所在地は、長年放置され、背の丈１ｍ程のカヤなどが茂った荒れ地で、

西側は国道２６８号線、南側は宅地、東側は山林、北側も空き地あり、周

囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５ｋ

ｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、住民票、事業計画書、残



 35 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１５番について、去る４月２３日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、３番推進委員、５番推進委員、私１１番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県芦北郡津奈木町に所在する合同会社 Ｋ 代表社員 

ＹＨさんで、一般法人です。 

譲渡人は、大阪府池田市五月丘に居住されている ＴＨさんで、市外住

民です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設として利用と

なっております。 

申請地は、伊佐市大口宮人字長迫４３６番２６で、地目は畑、地積は１，

８７６㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、曽木の滝交差点から北へ約２ｋｍに位置し、南側は市道、東

側は宅地、北側は太陽光発電施設、西側は宅地であり、周囲に与える影響

はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５ｋ
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ｗを予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、住民票、事業計画書、残

高証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１６番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１６番について、去る４月２３日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、６番推進委員、７番推進委員、事務局の３名で

共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＡＹさんで、年齢は６

０歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＡＴさんで、年齢は７

２歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で、転用目的は一般住宅及び車庫として利用

となっております。 

申請地は、伊佐市大口小木原字橋ノ口５４５番２０８で、地目は畑、地

積は３６５㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、旧山野中学校より西へ約１ｋｍに位置し、北側は宅地、東側

は道路、南、西側は畑であり、周囲に与える影響はないと思われます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、住民票、事業計画書、残

高証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については調査員及び事務局の意見において適切

であると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１６番は、処分決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１６件について、処分決定１６件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第４号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまし

て去る４月２３日、申請人のＮＴさん立会いのもと、６番推進委員、７番

推進委員、事務局の３名で共同調査をしましてので、事務局が報告いたし

ます。 

申請人 ＮＴさんは、伊佐市大口大田に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口大田字小緑６８２番１で、地目は田、地

積は１，１０４㎡です。 

周囲の状況は、東側は国道、西側は宅地、南側は駐車場、北側は宅地と

なっております。 
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非農地となった時期及び理由としましては、平成９年７月頃から、ナフ

コ大口店の駐車場として利用されており、今後も耕作される予定はないと

のことでした。 

所在地は、ナフコ大口店の駐車場の一角で調査の結果、この申請につい

ては３名の調査員の意見において、農地性は喪失しており、農地への復旧

は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で事務局の報

告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまし

て去る４月２３日、申請人のＭＴさんの立会いのもと、９番推進委員、１

２番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましてので、２番が

報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈荒田字早風下４３３９番１外１筆で、地

目は畑、地積は合計２，９９０㎡です。 

周囲の状況は、道路と畑に隣接しており、非農地となった時期及び理由

としましては、平成元年月日不詳で農業委員会の許可を受けずに、下荒田

公民館と広場、倉庫等を建築し現在に至ったとのことです。  

申請地の位置として、菱刈農村公園から東へ約１ｋｍ位に位置し、東側
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は畑、西側は道路を挟み宅地と畑、南側も宅地、北側は田であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図等が提出され

ています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「非農地証明願」についてのうち、整理番号３番につきまし

て去る４月２３日、申請人代理人のＴ行政書士立会いのもと、３番農業委

員、８番推進委員、私１０番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

１０番が報告いたします。 

申請人 ＮＴさんは、伊佐市大口篠原に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口篠原字松ケ迫１９０９番外２筆で、地目

は田、地積は合計４，５２５㎡です。 

申請理由として、昭和５３年４月から養豚業を始めて、当申請地は農業

用施設であるため地目変更をすることなくそのまま利用し、現在は雑種地

であります。   

申請地の位置として、大口中央中学校より北東へ約２ｋｍ位に位置し、

東西南北、周囲は山林に囲まれています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、全体が

農業用施設であり、農地性は喪失しており、農地への復旧は困難であると
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判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図等が提出され

ています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「非農地証明願」についてのうち、整理番号４番につきまし

て去る４月２３日、申請人のＳＨさん立会いのもと、１１番推進委員、１

３番推進委員、私５番農業委員の３名で共同調査をしましてので、５番が

報告いたします。 

申請人 ＳＨさんは、伊佐市大口原田に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口原田字原田１１２９番２で、地目は田、

地積は３８９㎡です。 

大口自動車学校より南約４００ｍに位置しています。 

周囲の状況は、東側は宅地、西側も宅地、南側は田、北側は道路となっ

ております。 

非農地となった時期は、昭和４７年７月６日の水害により家が建ってい

た土地が被害を受け、建物をひいて申請地に移転したことによるもので

す。当該農地の現況は全て宅地となっております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図等が提出され
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ています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「非農地証明願」についてのうち、整理番号５番につきまし

て去る４月２３日、申請人の代理人Ｔ行政書士立会いのもと、１番農業委

員、私６番農業委員の２名で共同調査をしましてので、６番が報告いたし

ます。 

申請人 ＳＭさんは、伊佐市大口曽木に所在されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口針持字上別当２８６４番２７で、地目は

畑、地積は９７６㎡です。 

申請理由として、昭和５６年に一般住宅を建築し現在に至ったとのこと

です。農地性を喪失しており、非農地証明願いを出したとのことでした。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図等が提出され

ています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第４号「非農地証明願」５件申請のうち５件の許可が決定いたしま

した。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。４月の月例報告をします。 

１日、農業委員の辞令交付式及び第１回農業委員会総会、８日に農地利

用最適化推進委員の辞令交付式、その後農業委員・農地利用最適化推進委

員合同研修会、９日、４月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２６日、本日ですが第２回農

業委員会の総会です。 

５月の行事予定ですが、１０日に５月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２４日が現地調査です。３０日が第３回の農業委員会の総会

です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

これで、平成３１年度 第２回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ４  番     

                   

伊佐市農業委員     ５  番    

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１１時２０分】 

 

 

  

 


